
 
 

 

 

 
競争参加者の資格に関する公示 

 設計共同体を結成し、支出負担行為担当官東京航空局長が発注する下記の業務にお

ける競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示しま

す。 

 
令和３年１０月７日 

 
東京航空局長 藤田 礼子     

 
１ 業務概要 
（１）業務名 
   成田国際空港新管制塔新築設計業務 
（２）業務内容 
   本業務は、成田国際空港の新管制塔整備に係る基本設計、実施設計及び積算業

務を行うものである。 
（３）履行期間 
   契約締結の翌日から令和６年３月１５日 
 
２ 資格審査申請書の受付期間 
  本日より令和３年１０月１８日（但し、行政機関の休日に関する法律（昭和６３

年法律第９１号）第１条第１項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）

を除く。）までの間の１０時００分から１２時００分及び１３時００分から１７時

００分まで（但し、最終日は１４時００分までとする）。なお、令和３年１０月１８

日（休日を除く。）以降においても、随時、申請を受け付けるが、技術提案書の提出

までに当該設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。 

 

３ 申請の方法 

（１）申請書の交付場所 

   設計共同体としての資格を得ようとする者に以下の場所で競争参加資格審査

申請書（以下「申請書」という。）を交付する。 

     〒１０２－００７４ 

      東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第二合同庁舎 

      国土交通省東京航空局総務部契約課契約係 

       TEL  ０３－６８８０－１５０５ 

（２）申請書の提出方法 

   申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参、郵送（書留郵便に限る。）

又は託送（書留郵便と同等のものに限る。）により提出（提出期限までに必着とす

る。）しなければならない。なお、提出場所は（１）に示す申請書の交付場所と同

じ。 

  ① ４（１）③に規定する資格を有していることを証明するため、全ての構成員

の資格決定通知書の写し 



 
 

 

 

  ② ４（２）の要件を満たすことを判断できる内容を記載した書類 

  ③ ４（５）により締結した設計共同体協定書の写し 

（３）申請書等の作成に用いる言語 

   申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 

 

４ 設計共同体 

（１）組合せ及び構成員の資格要件 

   構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 

  ① 予算決算及び会計令（以下、「予決令」という。）第７０条の規定に該当しな

い者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結

のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当す

る。 

  ② 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

  ③ 令和３・４年度国土交通省一般（指名）競争参加資格「測量及び建設コンサ

ルタント等（建設コンサルタント）｣ のＡ等級に格付けされ、東京航空局にお

ける競争参加資格を有する者であること（会社更生法（平成１４年法律第１５

４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につ

いては、手続開始の決定後、東京航空局長が別に定める手続に基づく一般競争

参加資格の再認定を受けていること。）。 

なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」

（令和２年１０月１日付官報）に記載されている申請方法等により、競争参加

資格の申請を受け付ける。 

④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

但し、③の再認定を受けている者を除く。 

⑤ 参加表明書の提出期限の日から見積合わせの日までの間に、東京航空局長か

ら「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９年６月

２８日付空経第３８６号。）」に基づく指名停止を受けていない者であること。 

⑥ 参加表明書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと

（基準に該当する者のすべてが設計共同体の代表者以外の構成員である場合を 

 除く。）。 

なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連

絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第４条の３第２項の規

定に抵触するものではないことに留意すること。 

ⅰ．資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。 

ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会

社である場合は除く。 

〈1〉親会社と子会社の関係にある場合。 

〈2〉親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 

ⅱ．人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。 

ただし、〈1〉については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中



 
 

 

 

の会社である場合は除く。 

〈1〉一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。 

〈2〉一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。 

ⅲ．その他入札の適正さを阻害されると認められる場合 

その他上記ⅰ又はⅱと同視し得る資本関係又は人的関係があると認めら

れる場合。 

⑦ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者と

して、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している

者でないこと。 

（２）構成員の技術的要件 

   構成員は、その分担作業ごとに、主任担当技術者を配置するものとする。また、

代表者たる構成員は、管理技術者１名配置するものとする。 

（３）結成方法 

   自主結成とする 

（４）代表者要件 

   代表者は、構成員によって決定された者とするが、決定された代表者を明確に

すること。 

（５）設計共同体の協定 

   設計共同体を結成するため締結する協定書は、「設計共同体協定書」によるも

のとする。 

 

５ 資格審査結果の通知 

  「競争参加資格認定通知書」により通知する。 

 

６ 認定資格の有効期間 

  設計共同体における認定資格の有効期限は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める期間とする。 

（１）契約相手方となった者 

   競争参加資格が認定されたときから、業務が完了するときまでとする。 

（２）契約の相手方とならなかった者 

   競争参加資格が認定されたときから、契約の相手方と契約を締結するときまで

とする。 

 

７ その他 

（１）設計共同体の名称は、「成田国際空港新管制塔新築設計業務○○会社・▼▼会

社設計共同体」とする。 
（２）本公示における競争参加資格の審査申請をする設計共同体が、支出負担行為担

当官東京航空局長が発注する成田国際空港新管制塔新築設計業務の公募型プロ

ポ－ザル方式に係る手続開始の公示に示されている技術提案書の提出者として

選定されるためには、当該公示の指示に従い、別途申請手続きしなければならな

い。 
（３）申請手続き等について不明な点があれば、３（１）の場所に照会すること。 


